
令和３年４月１日現在 

仮換地の分割申請（中瀬南部地区） 

土地区画整理事業区域内において、売買、相続、贈与、共有物分割、建築、またはその他 

理由により、仮換地を分割する場合は、仮換地に見合う部分の従前の土地を分筆していただ

く必要があります。分割をお考えの方は事前に、浜松まちづくり公社（以下「公社」と称する） 

までご相談ください。また、仮換地の分割については、以下の手順にしたがい申請していただ

きます。 

仮換地分割の流れ 

【①土地所有者等からの仮換地の分割に関する相談】 

仮換地の分割をお考えの方は、分割後の仮換地の希望する形状がわかる図面（寸法及び 

面積を記載）を公社へ提出して下さい。従前の土地の分筆案、仮換地の分割案について調

整を行います。なお分筆及び分割に伴う費用は土地所有者の負担となります（別紙１参照）。 

 

【②土地所有者等による地積測量図の作成及び仮換地指定変更願の提出】 

公社よりお渡しする分筆に必要な従前地面積が入った調書及び土地図を基に、地積測量

図を作成し、公社窓口に提出していただきます。地積測量図提出時に仮換地指定変更願の

提出も同時にしていただきます。 

 

【③地積測量図の照合証明】 

提出していただいた地積測量図について、公社で照合を行います。 

照合には数日かかりますので、法務局への登記申請等のため当日窓口で照合及び確認印

が必要な場合は前々日（土日祝日・年末年始などの休日は除く）までにメール等で公社に 

提出して電話にて照合の確認をしてください。 

 

【④従前地の登記申請（法務局へ）】 

公社で照合を行った従前の土地について、法務局へ登記申請を行っていただきます。 

 

【⑤分筆登記後の公図及び登記簿謄本の写しの提出】 

登記完了後、従前地の分筆登記後の公図及び登記簿謄本の写しの提出をお願いします。 

 

【⑥分割後の仮換地指定通知の発送】 

  分筆登記後の公図及び登記簿謄本の提出後、１０日程度で土地所有者の住所に分割後 

の仮換地指定通知を郵送いたします。 

【裏面に続く】 



【⑦分割後の仮換地証明、仮換地図、重ね図の発行】 

  郵送いたしました仮換地指定通知に記載されている効力発生日以降に分割後の仮換地 

証明、仮換地図、重ね図の発行が可能になります。必ず事前に電話で分割後の仮換地証明、 

仮換地図、重ね図が発行可能か確認の上、窓口にお越しください。 

 

※代理人等の方は、仮換地指定通知の到着及び 効力発生の日は土地所有者に直接確認

お願いいたします。 

※仮換地分割は最初に分割後の仮換地の希望する形状がわかる図面を提出してから分割

後の仮換地証明、仮換地図、重ね図が発行可能になるまで通常 1 ヶ月程度かかります。

時間に余裕をもってスケジュールを組んでくださいますようお願いいたします。 

※地積測量図の作成及び登記申請等を土地家屋調査士に依頼する場合、別途その費用が

かかります。 

 

提出先：一般財団法人浜松まちづくり公社 まちづくり課 

     〒４３０－０９２９ 浜松市中区中央一丁目２番１号 イーステージ浜松オフィス棟７階 

     電話：053-457-2612  FAX：053-453-9633 E-Mail:gyoumu@hamamatsu-machi.jp 



（別紙１） 令和３年４月１日現在

※令和３年９月１日より使用収益開始区域について換地分割の
　変更手数料の他に杭の設置料も個人負担となる予定です。
　ご承知おきください。



令和　　年　　月　　日

浜松市中瀬南部土地区画整理組合
理 事 長　　岩　崎　伸　次　様

　　住　所
土地所有者

　　氏　名 　　印

　　仮　換　地　の　指　定　変　更　願

　さきに、それぞれ指定された仮換地を分筆により、下記のとおりご変更下さるようお願い
いたします。
　なお、地積の増減及び価値の変化による清算の関係については、理事長の定める処に従い、
また、本件に係るすべての事については、私に於いて責任をもち何等ご迷惑はおかけいたし
ません。

（添付書類）

　　□ 変 更 前 の 図 面

　　□ 変 更 後 の 図 面

　　□ 印　鑑　証　明
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